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全国後期高齢者医療広域連合協議会 



 

後期高齢者医療制度は、従来の老人保健制度が抱える問題点を解決 

するため、また、増大する高齢者の医療費を国民全体で安定的・長期的

に支え、国民皆保険を将来にわたって維持することを目的に、１０年  

以上の議論を経て、平成２０年４月から施行された制度であります。 

 制度施行当初は、制度周知の不足から名称や保険料、年金天引き等に

批判が集中し、被保険者を始め、多くの国民に不安と混乱が生じたもの

の、保険料の軽減対策や納付方法の選択制など、きめ細やかな対応や  

制度改善により、今日では、制度の定着化と安定的な運営がなされて  

いるところです。 

 このような状況の中、今般、民主党を中心とした新政権が発足し、  

平成２１年９月９日の三党連立政権合意の中でも「後期高齢者医療制度

廃止」が掲げられております。 

しかしながら、本制度を性急に廃止することは、これまでの制度構築に

要した多額の経費と各広域連合及び市区町村の努力を無にするだけで 

なく、被保険者はもちろんのこと医療現場にも、再び多大な混乱を招き

かねず、安心で安定した医療の提供が困難になることが懸念されます。 

本制度の運営を担う全国の後期高齢者医療広域連合をもって組織され

た本協議会といたしましては、民主党マニフェストに明記されている 

「将来、地域保険として一元的運用を図る」とする道筋が実現するまで

の間、高齢者と現役世代の負担の明確性、都道府県単位の財政運営に  

よる保険料負担の公平性、財政基盤の安定性といった、現行制度の根幹

を維持することを強く求めるものであります。 

また、新制度への移行に際しては、下記事項について十分配慮される

よう強く要望いたします。 

 



 

記 

 

１ 新たな制度設計の全体像を提示し、移行段階における詳細な工程を

明らかにした上で、円滑な新制度への移行を行い、医療制度に対する

国民の信頼と安心を高めるとともに、制度移行に必要な財源について

は、国民または地方へ新たな負担を強いることなく、全額国において

負担すること。 

２ 運営主体である広域連合、市区町村等との開かれた議論を行い、  

その意見を十分に尊重すること。 

３ 国の責任による制度説明を徹底することにより、被保険者を始め、

医療機関、広域連合、市区町村等の現場に混乱が生じないように   

配慮すること。 

４ 都道府県単位の財政運営による保険料負担の公平性及び財政基盤の

安定性といった利点は必ず引き継ぎ、国又は都道府県の立場を明確に

すること。 

５ 電算システムの構築に当たっては、不具合による混乱や実務への 

多大な影響の二の舞を踏まないよう十分な準備・検証期間を確保し、

安定した運用が可能なシステムとすること。 
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